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１ 改正の趣旨 

地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、地方のたばこ税の課税標準の

算定方法について、所要の規定の整理等を行う。 

 

２ 主な改正の内容 

 地方のたばこ税の課税標準の算定方法について、引用する地方税法及びたばこ税法の根

拠条項の改正等の所要の規定の整理を行う。 

 

３ 施行期日 

原則として平成３４年１０月１日から施行する。 


